
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた資源循環推進課所管法令等に係る

届出等の郵送受付について 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、令和２年４月 24 日（金）から当面の

間、資源循環推進課所管法令等に係る届出等を下記のとおり原則として郵送に変更します。 

記 

１ 郵送受付の対象とする資源循環推進課所管法令等 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年厚生省令第 35号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例（平成 12年岩手県条例第 25号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和 52 年岩手県規則第 67 号） 

・使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14年法律第 87号） 

・使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令（平成 14年政令第 389号） 

・使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則（平成 14 年経済産業省、環境省令第 7

号） 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第 65

号） 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令（平成 13 年政

令第 215号） 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則（平成 13 年

環境省令第 23号） 

・浄化槽法（昭和 58年法律第 43号） 

・浄化槽法施行令（平成 13年政令第 310号） 

・環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 59年厚生省令第 17号） 

・浄化槽法施行細則 （昭和 60年岩手県規則第 79号） 

・浄化槽法施行条例 （昭和 60年岩手県条例第 30号） 

・循環型地域社会の形成に関する条例 （平成 14年岩手県条例第 73号） 

・循環型地域社会の形成に関する条例施行規則 （平成 15年岩手県規則第 22号） 

・県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 （平成 14年岩手県条例第 74号） 

・県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則 （平成 15年岩手県規則第

23号） 

 

２ 郵送受付の時期 

  令和２年４月 24日（金）から当面の間 

 

３ 郵送方法 

・書留、レターパックプラス等送付履歴がわかる方法により送付してください。（個人情報

を含む書類であるため厳守願います。） 

・受理書等が発行される申請書等を郵送する際には、返送用切手等を同封してくださいます

ようお願いします。 

・受付窓口から届出内容等について確認の連絡をすることがありますので、郵送する届出書

等の写しを保管願います。 

・郵送事故等により書類等が受付窓口に到達しない場合や、岩手県収入証紙の額が不足する

場合の責任は負いかねますのでご留意願います。岩手県収入証紙の額が不足する場合は、

受付せず返送用切手等により返送します。 



４ 郵送受付窓口 

  以下の受理窓口あて郵送してください。    

受理窓口一覧 

広域振興局名 
郵便番号・住所 

電話番号・FAX番号 
所管する市町村 

盛岡広域振興局 保健福祉

環境部（環境衛生課） 

〒020-0023 盛岡市内丸 11-1 

019-629-6583・019-629-6594 

八幡平市・葛巻町・岩

手町・雫石町・矢巾町・

紫波町・滝沢市 

県南広域振興局 保健福祉

環境部（環境衛生課） 

〒023-0053奥州市水沢大手町 5-5 

0197-48-2422・0197-25-4106 
奥州市・金ケ崎町 

 
花巻保健福祉環境セン

ター（環境衛生課） 

〒025-0075花巻市花城町 1-41 

0198-41-5405・0198-24-9240 

花巻市・北上市・ 

遠野市・西和賀町 

 
一関保健福祉環境セン

ター（環境衛生課） 

〒021-8503一関市竹山町 7-5 

0191-26-1412・0191-23-0579 
一関市・平泉町 

沿岸広域振興局 保健福祉

環境部（環境衛生課） 

〒026-0043釜石市新町 6-50 

0193-27-5523・0193-25-2294 
釜石市・大槌町 

 
宮古保健福祉環境セン

ター（環境衛生課） 

〒027-0072宮古市五月町 1-20 

0193-64-2218・0193-64-7014 

宮古市・岩泉町・山田

町・田野畑村 

 
大船渡保健福祉環境セ

ンター（環境衛生課） 

〒022-8502大船渡市猪川町字前田 6-1 

0192-22-9814・0192-27-4197 

大船渡市・陸前高田

市・住田町 

県北広域振興局 保健福祉

環境部（環境衛生課） 

〒028-8042久慈市八日町 1－1 

0194-53-4987・0194-52-3919 

久慈市・洋野町・普代

村・野田村 

 
二戸保健福祉環境セン

ター（環境衛生課） 

〒028-6103二戸市石切所字荷渡 6-3 

0195-23-9219・0195-23-6432 

二戸市・軽米町・一戸

町・九戸村 

県庁・資源循環推進課 
〒020-8570盛岡市内丸 10－1 

019-629-5380・019-629-5369 
盛岡市・県外 

 

５ 注意事項 

・届出書等の受付日は受理窓口への到達日となります。また、窓口にご来庁いただく場合よ

り手続き期間が長くなることがありますので、発送は余裕を持って行ってください。 

・不足・追加書類等の補正がある場合は、受理窓口の指定する期限までに郵送してください。 

・これまで通り持参により申請等する場合については、原則対面での書類確認は実施せず、

受け取りのみとし、修正事項等があった場合は電話連絡等とさせていただきますので、予

めご了承願います。 

 

６ 岩手県収入証紙の購入 

・岩手県収入証紙は、別添の岩手県収入証紙販売所一覧に記載されている販売所で販売して

います。 

・なお、県外から県証紙をお買い求めいただく場合は、岩手県庁生活協同組合において郵送

による販売を受け付けていますので、下記の電話番号へお問い合わせください。 

電話番号：019-629-6465（岩手県庁生活協同組合） 


